
                                2019 年 8 月１日 

  国土交通省認定               

無人航空機技能認証試験について 
 

 ドローンの性能が向上し、多くの分野で使用されるに伴い、多くのトラブル

が発生しています。 

 そこで、国土交通省航空局では、無人航空機（ドローン）の操縦者への講習

会の受講を促し、操縦技能の底上げを図るため、一定の要件を満たす無人航空

機の技能講習を行う民間団体等の講習修了者は、飛行許可を受ける際の申請書

類の一部を省略できる仕組みを、平成 29 年 4 月より開始しました。 

 一般財団法人熊本県ドローン技術振興協会は６月中旬より、国土交通省の方

針に則った、「無人航空機技能認証試験」講習を行い、実技試験に合格した方に、

「無人航空機技能認定証」を発行いたします。 
 詳しくは、直接メールにてお問い合わせ下さい。 

 

         「無人航空機技能認証試験講習」について 

１．内容 

 ２日間以上で無人航空機（ドローン）に関する必要な知識と技量を習得し、

その後実技試験を行い、一定の基準を満たす技量が認められた方に「無人航空

機技能認定証」及び「ライセンス」を発行いたします。 
注：10 時間以上の飛行経験が無い方は、「無人航空機技能認証試験」講習は受講できません。 

 

２．コース 

■会員コース      ：当協会の「安全講習会」に４回以上参加の会員は、 

                          １日の実技講習で実技試験が受験できます。 

 

■A コース（平日コース）：平日の最短３日間で「無人航空機技能認定証」を 

             取得するものです。（技量・天気により変更あり。） 

  

■B コース（土日コース）：土日を使い、合計３日間で「無人航空機技能認定 

             証」を取得するものです。（技量・天気により変更あり。） 

 

■特別コース      ：技能の講習時間を多く希望される方など、特に理 

             由が認められる場合、個別指導を行います。 

  

■その他        ：すでに当協会の「技能認定証」をお持ちの方は、 

             最短半日の実技講習後の実技試験で認定証の書き 

             換えが可能です。 

 

 

 

 



３．飛行形態 

■取得できる飛行形態（基本） 

 ■人又は家屋の密集している地域の上空  

 ■人又は物件と 30ｍの距離が確保できない飛行  

 ■進入表面、転移表面若しくは水平表面又は延長進入表面、円錐 表面若し 

  くは外側水平表面の上空の空域   

 ■地表又は水面から 150ｍ以上の高さの空域  

 

■取得できる飛行形態（オプション） 

 ■夜間飛行  

 ■目視外飛行   

 ■催し場所上空の飛行 

 ■危険物の輸送（2018 年９月より試験開始） 

 ■物件投下（2018 年９月より試験開始） 

  

４．基本料金  試験代・登録代・ライセンス発行代（カード）・機体使用料を含みます。     

■会員コース       ：7 万円   ※税別の金額です（2020 年３月末まで） 

   

■A コース（平日コース） ：15 万円      

  

■B コース（土日コース） ：18 万円 

 

■特別コース       ：打合せ 

 

■その他         ：５万円 

 

5．オプション料金 

 ■夜間飛行             ：2 万円 

 ■目視外飛行       ：2 万円 

 ■催し場所上空の飛行  ：1 万円 

 ■危険物の輸送     ：３万円（S1000 使用） 

 ■物件投下         ：３万円（S1000 使用）       

 

注：金額は、合格を保証するものではありません。実技試験で、求めている技 

量に届かない場合は、再試験または再教育となります（別料金）。 

 

再試験･再講習料金 

 □実技講習      ：1 万円/半日 

 □実技試験      ：1 万円 

テキスト代 

 □無人航空機技能認定試験テキストブック 千円/冊 

 

６．特徴 

  屋外でのあらゆる飛行を想定した、仕事に即戦力となるライセンスです。 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


